
★ 

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
号
）
（
審
査
指
導
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
り
歳
入
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
を
し
た

と
き
は
、
告
示
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日 

  
 

     
 
 

        


